
（１）条約の理念の尊重及び整合性の確保
・障害者権利条約の批准以降の動向も踏まえつつ、条約の理念の尊重及び一層の整合性の確保を図る観点から見直しを行う。

（２）地域における取組等の実情を踏まえた見直し
・相談事例の蓄積が不十分な地方公共団体や地域協議会の設置等が進んでいない地域がある一方、条例を制定し、相談・紛争解決の体
制整備等に積極的に取り組んでいるところもあるため、こうした施行状況等の実情を踏まえて制度や運用を見直す。

（３）関係者間の相互理解の促進
・障害者差別解消に向けた取組を通じて共生社会の実現を目指す法の趣旨から、見直しに当たっては、関係者間の相互理解を重視する。

（１）差別の定義・概念について
①差別の定義・概念の明確化
○ 社会的な認識を広げ、差別解消に資するという観点からは、法律で差別の定義を設けること等が望ましい。一方で、法律で定義を設
けると、かえって条約よりも狭く定義される等の懸念や解釈の違いによる混乱も予想される。また、差別の類型にどのような事例が該
当するのか現段階では明確でなく、法律に規定することの困難さや現場に混乱が生じないよう慎重な検討が必要等の課題もある。

○ これらを総合的に考慮しつつ、差別の定義・概念の明確化を図る観点から、どのような対応が可能かについて検討を行うべき。
例）基本方針等において、実質的な障害を理由とした不当な差別的な取扱いも障害を理由とする差別となる旨や、障害者の家族
その他の関係者に対する差別も同様に解消すべきものである旨を示す等。

○ 国･地方公共団体において、更に具体的な相談事例の蓄積等を進めるべき。
○ 障害のある女性や子供等への差別に関しては、基本方針等において、性や年齢別に具体的な相談事例の蓄積等により更に実態把握に
努めるとともに、相談事例を踏まえて適切な措置を講じるべき旨の記載を検討すべき。あわせて、複合的困難に配慮したきめ細かい支
援が行われるため、障害者基本法や障害者基本計画の見直しも含め更なる検討が必要。

３.個別の論点と見直しの方向性

「障害者差別解消法の施行３年後見直しに関する意見」
（令和２年６月22日 障害者政策委員会）の概要

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）について、施行３年後の検討規定を踏まえ、平成31年２月よ
り、営利･非営利の事業者団体等からのヒアリングを含めて11回にわたり議論を行った。
・見直しの検討に当たっては、法施行後の国･地方の取組、2020年東京パラリンピック競技大会を契機とした官民の「心のバリアフリー」
の取組等の諸状況を勘案しつつ、国連障害者権利委員会の対日審査も見据えて議論を行った。
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２.基本的な考え方



（２）事業者による合理的配慮の提供について
①事業者による合理的配慮の適切な提供の確保
○ 事業者による合理的配慮の提供については、建設的対話の促進や事例の共有、相談体制の充実等を図りつつ、事業者を含めた社会
全体の取組を進めていくとともに障害者権利条約との一層の整合性の確保等を図る観点から、更に関係各方面の意見等を踏まえ、
その義務化を検討すべき。

②建設的対話の促進、事例の共有等
○ 建設的対話を適切に行うべきこと、障害者等が社会的障壁を解消するための方法等を相手に分かりやすく伝えることや、意思決定
や意思疎通が困難である場合に障害者等に配慮することも重要であることを、基本方針等で明確化すべき。

○ 合理的配慮は多様かつ個別性が高いため、その実施を促す観点から、事業者からの相談にも適切に応じる体制整備や地域協議会の
取組を含めた事例の収集や共有、情報提供を更に行うべき。

○ 国は、事業者や障害者を含む国民全体への理解を促進するため、より効果的な方法とすることも含めて周知啓発を強化すべき。
（３）相談・紛争解決の体制整備について
①地域における相談・紛争解決体制の見直し
○ 双方の建設的対話による相互理解を通じた解決が肝要であること、事案の掘り起こしや事例収集にも資することから、相談体制の
充実が重要。地域の実情に応じて既存の機関等の活用を図り事案の解決につなげていくよう、以下の方策を実施すべき。

（ア）国・地方公共団体の役割分担の明確化
○ 地方公共団体の取組状況も踏まえつつ、各行政機関の基本的な役割を示すべき。

例）市町村は最も身近な相談窓口を担うこと、都道府県は広域的な事案や専門性が求められる事案の解決、市町村への情報提供等
の支援を行うこと、国は関係機関と連携しつつ、重層的な相談体制の一翼を担うことなど。

（イ）相談体制の明確化等
○ 国や地方公共団体は、相談窓口や事案の取扱いの流れを分かりやすく示すなど、適切な相談機関へのアクセス向上のための情報
提供等の取組を積極的に行うべき。

○ 意思疎通支援やICTを活用した相談について配慮するとともに、相談窓口の特性に応じて、事業者からの相談も対象とすることを
明確化すべき。

○ 内閣府が各省庁と協力・連携して全国の相談事例を収集・整理するほか、担当課長連絡会議等を開催し、定期的に相談事例の共有
や分析・公表等を行うべき。

○ 相談のたらい回し防止等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方
公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべき。

３.個別の論点と見直しの方向性(続き)
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（３）相談・紛争解決の体制整備について（続き）
①地域における相談・紛争解決体制の見直し（続き）
（ウ）都道府県による広域的・専門的な支援の充実
○ 一部の都道府県で配置されている広域支援相談員等について、地域の実情に応じた配置を促すことを検討すべき。
（エ）相談対応を担う人材の育成及び業務の質の向上
○ 相談対応を担う者に対する研修やマニュアルの作成等により、必要な専門性も有する人材の育成や業務の質の向上を図るべき。
（オ）国・地方公共団体の関係機関の効果的な連携
○ 国と地方公共団体の効果的な連携による、障害者差別の解消に向けた取組を進めるべき。

例）法務省の人権擁護機関が地域協議会に積極的に参画するなど。
○ 相談対応による解決が困難となった場合に、地方公共団体と法務省の人権擁護機関等や主務大臣との一層の連携を図るため、各機関
の役割を踏まえた事案対応の流れや日頃からの関係構築のための方策を整理することなどを検討すべき。

②相談対応等を契機とした事前的改善措置（環境整備）の促進
○ 相談・紛争の事案を事前に防止することに有効と考えられるため、特に幅広い事業者等における取組が期待される、相談対応等を契
機とした事業者の内部規則見直し等の環境整備について、その重要性の明確化を図るとともに、取組を促すべき。

（４）障害者差別解消支援地域協議会について
①都道府県による市町村の地域協議会設置等の支援
○ 都道府県が、その設置・運営を通じた知見や管内市町村の地域協議会について得た情報を基に、市町村に対して他の市町村の取組に
関する情報提供を行うことや、必要に応じて圏域単位など複数市町村による地域協議会の共同設置・運営を支援することを促すべき。

②複数の地域協議会の間での情報共有等の促進
○ 都道府県･市町村の地域協議会の間や、複数市町村の地域協議会の間において、必要に応じて情報共有や助言その他の支援・連携を
行うことを検討すべき。

○ 国においても、地域協議会において、関係機関が対応した事例の共有等が図られるよう、各地域の取組を更に促すとともに、地域に
おける好事例が他の地域において共有されるための支援をすべき。

「障害者差別解消法の施行３年後見直しに関する意見」（令和２年６月22日 障害者政策委員会）の概要

・政府において、本意見を基に制度・運営上の具体的な検討を進めるべき。
・障害者差別は国民一人一人の理解不足や意識の偏りに起因する面が大きいことから、国民各層の理解を促進していくべき。

４．おわりに
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阿部 一彦 (福)日本身体障害者団体連合会 会長

安部井 聖子 東京都重症心身障害児(者)を守る会 会長
(福)全国重症心身障害児(者)を守る会評議員

安藤 信哉 (公社)全国脊髄損傷者連合会 常務理事 事務局長

◎ 石川 准 静岡県立大学国際関係学部 教授
東京大学先端科学技術研究センター 特任教授

石野 富志三郎 (一財)全日本ろうあ連盟 理事長
岩上 洋一 (一社)全国地域で暮らそうネットワーク代表理事

大河内 直之 東京大学先端科学技術研究センター特任研究員

大塚 晃 (一社)日本発達障害ネットワーク 副理事長
岡田 久実子 (公社)全国精神保健福祉会連合会 副理事長

大日方 邦子 (株)電通パブリックリレーションズ シニア・
コンサルタント パラリンピック金メダリスト

加藤 正仁 (一社)全国児童発達支援協議会 会長
門川 紳一郎 (福)全国盲ろう者協会 理事
加野 理代 弁護士
河井 文 (一社)全国肢体不自由児者父母の会連合会 理事
北岡 賢剛 (特非)全国地域生活支援ネットワーク顧問
久保 厚子 (一社)全国手をつなぐ育成会連合会 会長
黒岩 祐治 神奈川県知事 (全国知事会)
佐藤 聡 (特非)ＤＰＩ日本会議 事務局長
佐保 昌一 日本労働組合総連合会 総合政策推進局長

竹下 義樹 (福)日本視覚障害者団体連合 会長

玉木 幸則 (特非)日本相談支援専門員協会 顧問

柘植 雅義 筑波大学 教授 (人間系 障害科学域 知的･発達･
行動障害学分野）

辻 宏康 和泉市長 (全国市長会)

野澤 和弘 (一社)スローコミュニケーション 代表
植草学園大学 客員教授

長谷川 知子 (一社)日本経済団体連合会 常務理事・SDGs本部長

平川 淳一 (公社)日本精神科病院協会 副会長

松爲 信雄 東京通信大学人間福祉学部 教授

○ 三浦 貴子 (福)全国社会福祉協議会 全国身体障害者施設協議会
制度・予算対策委員長

森 幸子 (一社)日本難病・疾病団体協議会 代表理事

山崎 千恵美 (公財)日本知的障害者福祉協会 副会長

【専門委員】

内布 智之 (一社)日本メンタルヘルスピアサポート専門員
研修機構 代表理事

杉崎 友則 日本商工会議所産業政策第二部 担当部長

関川 芳孝 大阪府立大学 教授 (地域保健学域 教育福祉学類)

曽根 直樹 日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科
准教授

注：◎は委員長、〇は委員長代理

「障害者差別解消法の施行３年後見直しに関する意見」（令和２年６月22日 障害者政策委員会）の概要

委員名簿



開催経緯

第42回（平成31年２月22日）
○障害者差別解消法の見直しの検討について
※地方公共団体における障害者差別解消法の施行状況
について（速報版）
※障害者差別解消法の見直しの検討に係る今後の審議
の進め方について（案）

第43回（平成31年４月22日）
○障害者差別解消法の見直しの検討について
・障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果
（地方公共団体における対応要領の策定、地域協議会、
相談・紛争解決の状況について）

第44回（令和元年６月３日）
○障害者差別解消法の見直しの検討について
・障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果
（地方公共団体における条例の制定の状況等について）
・大阪府からのヒアリング

第45回（令和元年６月27日）
○障害者差別解消法の見直しの検討について
・主な相談事例
・障害者権利条約との関係

第46回（令和元年10月17日）
○障害者差別解消法の見直しの検討について
・(一社)日本経済団体連合会、日本商工会議所からの説明
(事業者の合理的配慮の提供等について)
・障害者差別解消法の見直しに関する特に議論が
必要な論点（案）

○障害者権利委員会の事前質問事項の採択について（報告） 5

第47回（令和元年11月14日）
○障害者基本計画（第４次）の実施状況の監視について
○障害者差別解消法の見直しの検討について
（１）差別の定義・概念
（２）事業者による合理的配慮

・東京都からのヒアリング

第48回（令和元年12月12日）
○障害者差別解消法の見直しの検討について
（１）障害のある女性への差別

・ＤＰＩ女性障害者ネットワークからのヒアリング
（２）事業者の合理的配慮の提供

・以下の団体からのヒアリング
・(公社)日本医師会、(福) 全国社会福祉協議会、
全私学連合

※ (一社)日本経済団体連合会からの報告（企業・団体に
対するアンケート調査結果について）

（３）相談・紛争解決体制
（４）障害者差別解消支援地域協議会の設置促進・活性化

第49回（令和２年１月27日）
○「障害者政策委員会の意見」（案）について

第50回（令和２年２月21日）
○「障害者政策委員会の意見」（修正案）について

第51回（令和２年５月25日）
○「障害者政策委員会の意見」（再修正案）について

第52回（令和２年６月22日）
○「障害者政策委員会の意見」（再々修正案）について

「障害者差別解消法の施行３年後見直しに関する意見」（令和２年６月22日 障害者政策委員会）の概要


